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災害時、弁護士に期待される役割

・ 弁護士法 基本的人権の擁護と、社会正義の実現

・ 人命、財産権などが侵害されている場面であり、対国家ではないけれども、

弁護士が擁護者となるべき。 ⇒ 立法化や運用改善についてのロビー活動。

・ 弁護士法による排他的独占的権利：弁護士の職責。

・ 「弁護士」に対する信頼感に応える：行政、福祉、メディア、被災者の方々

・ 災害関連法令、民法、労働法、土地収用法など、あらゆる法律が基礎となる。

・ 訴訟という最終手段の限界を知っているからこそ、災害ADRなど解決の提案ができる。

※ 他方で、弁護士は、被災者支援の一場面を担うべき存在に過ぎず、他士業などの

専門家、行政、ＮＰＯなど、連携支援していくことの重要性を認識すべき。



Q1 豪雨災害が発生。
弁護士会として、どう動くか。

【災害対策本部の設置について】～ 理事者直轄でスピード感を。

① 安否確認（他地区会の状況も）

② 特定の会員に負担が集中しないような工夫を（活動も費用も）

③ ＭＬの活用、ルール作り（タイトル：例「求情報」「要協議」等）

迅速化のため、意思決定のルールを。

④ 現場重視 ～ 先例にこだわらず、まずはやってみて修正。

⑤ 役割分担

○ 電話相談、出張相談

○ 情報収集（日弁連、弁連、法テラス）、講師派遣要請

○ 役割分担（行政・ＮＰＯ・自治会窓口、復興まちづくり、ＡＤＲ、

裁判所、債務整理ガイドライン、アーカイブ（記録化）、広報、

日当算定、メディア、士業連携など）



広島県災害復興支援士業連絡会

１ 法律系

弁護士、司法書士、不動産鑑定士、税理士、行政書士、

社会保険労務士、土地家屋調査士、中小企業診断士、

海事代理士

２ 技術系

技術士、建築士

３ 福祉系

社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士

４ その他 法テラス広島（各種窓口となり、派遣の調整役などで大活躍）

＋ J-RAT（災害時リハビリテーション協会）



Ｑ２ 相談対応への段取りは

① ボランティアセンター、避難所等への相談派遣

② ボランティア連絡調整会議などへの出席

③ 現地相談（士業連携も）

④ 電話相談（フリーダイヤル方式、折返し方式かどうか）

⑤ 行政窓口での相談

（法テラスとも連携：指定相談、巡回相談）

⇒ 待つだけではなく、提案型も。

ニーズがあるかどうかはやってみないと分からない。

☆ スピード感が重要。社会的インフラとしての認識を。

ニーズの把握



H30.7.9 広島市災害ボランティア活動連絡調整会議

H30.7.10～8.31

 安芸区ボランティアセンター 183人

 安佐北区ボランティアセンター 36人

 南区ボランティアセンター 42人

 ボランティアセンター本部 40人

7月12日中国新聞朝刊

派遣延べ人数

301名



災害時の電話相談について

電話相談について

→ 回線、フリーダイヤルの準備（予め回線を確保しておくか）。

部屋の確保。

① 担当者の確保（事前名簿制or 災害委員会＋相談センター委員会など）

② 相談票の定型化（後日の分析等）

③ 日当支払いについて（日弁連、法テラスとも協議）

④ 他会への応援要請・転送について → 過去の事例。経験。情報収集分担。

⑤ 相談担当者の応援（書籍・質問ML、個別質問）

⑥ 地区会との調整

⑦ 他士業との調整（司法書士会などとの棲み分けなど）

これだけで開始できるか？

★ 広報が重要 ★



災害時の法律相談の広報活動

● NHKや民放のテロップ

非常に効果が大きい。

依頼できる関係性を。（広報担当を決めるのも一つの方法）

● 地元新聞社、ラジオ局の協力を仰ぐ

ただし、災害直後は混乱しているので、司法記者クラブへ投げ込むだけでは不十分。

個別にする連絡する努力も必要。ラジオ等では番組の枠を確保することも。

● 弁護士会による広報（チラシ、ニュースなど）

ツイッターなど、個人でもSNS等で発信を（有益な情報はシェアしてもらいやすい）

NPO等と連携した相談会の検討も。

● 自治体や地域との連携（協定の活用）

各自治体から配布される「便り」に入れてもらう。

⇒ 回覧版はルールがあり、締切期限もあるので注意。

⇒ 自治体のHPはよく見られる。分かりやすい場所への掲示を依頼。

2018年7月26日 RCCテレビ放映
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永野海弁護士 被災者
チェックリスト



フ
ェ
イ
ス
ブ
ッ
ク
よ
り
抜
粋
（
２
０
１
９
年
東
日
本
水
害
：
発
災
の
翌
日
）

SNSで情報発信 ⇒ 他の媒体で高齢者等にも

2020.7.6 熊本日日新聞朝刊

NHKラジオ HPより抜粋

2019.12.16
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H30.7.7 豪雨災害発生

H30.7.12 広島市危機管理課から架電

２時間後に相談員派遣開始

H30.7.12～8.31 毎日派遣

H30.9.1～9.14 平日派遣

224名派遣延べ人数

弁護士・司法書士・行政書士が対応

相談対応件数 1000件以上



・行政窓口＝被災者に近いところでの相談

・行政と二人一組の相談対応

＝被災者が抱えている問題は一つではない

＝良好な役割分担

・被災者の満足

朝日新聞デジタル2018年8月2日



災害前から、生活上の問
題を抱えていた被災者

災害によって顕在化

弁護士と精神対話士とで
話を聞くことで、メンタ
ルだけでなく、生活再建
支援を図ることも出来る

中国新聞朝刊

他士業と連携



Ｑ3 災害時における相談の特徴は？

原則として、日頃使っている法律に基づいてアドバイスをする。

★ 留意点：その場で即回答が出来ない場合が多い。

⇒ 立法事実を集めて、法令改正や運用改善の声を。

① 不可抗力による修正がありうる。

⇒ 直ちに解決に結びつかないケースも。災害ＡＤＲ等の活用

② 情報提供（各種支援制度など）の割合が多い。

⇒ 法的紛争性がなくとも、被災者支援の観点から重要。

③ 公的支援の内容によって修正される場合もある。

⇒ 刻々と変化するので、ＨＰなどを確認する。



● 豪雨被害による主な相談項目の類型

① 土砂や廃棄物の撤去（妨害排除・妨害予防請求を含む）

② 工作物責任等に基づく損害賠償請求

③ 賃貸借契約など、契約上の危険負担など

★ いずれも、不可抗力による修正の余地がある

★ なお、り災証明の認定を含め、「どうしたらよいか

分からない」という、何らかの情報提供を求めている

ケースも多い。

☆ 主な法律問題についての詳細な解説は、別紙エクセルの

一覧表をご覧ください。



Ｑ4 Ａさんの自宅の敷地は、河川の増水に
よる堤防の決壊により、土砂で埋もれた。
土砂の撤去はどうしたらよいか。

※ 撤去する前に、写真を撮影して保管しておく。

1 自力で土砂を撤去することは、できるだけ控える。

① 土砂は細菌を含んでいるため、健康被害のおそれがある

② 猛暑での作業は、熱中症リスクを誘発する

（西日本豪雨においても、災害関連死を多数招来した）

③ 特に、高齢者、既往症のある方は注意。

2 ボランティアによる撤去作業を待つ。

⇒ ボランティアセンターなどへ問い合わせを。

① 自宅は優先度が高いが、田畑などは後回しとなる可能性。

② コロナ禍においては、確保が難しいかもしれない。

※ 各自治体のHPを確認しながら、アドバイスをする。



3 災害救助法（適用地域に注意）

●災害救助法施行令

第二条 法第四条第一項第十号に規定する救助の種類は、次のとおりとする。

二号 災害によって住居又はその周辺に運ばれた土石、竹木等で、

日常生活に著しい支障を及ぼしているものの除去

→ 具体的には、災害救助事務取扱要領 に定めがある。

→ ただし、原則として、民有地内は撤去しない。

4 各市町の独自の上乗せ支援策

（例：広島市。平成２６年８月の経験から、平成30年豪雨でも私有地の土砂を撤去）

→ 行政ごとの不均衡。早くから、各自治体にも申し入れを。

5 廃棄物処理法による費用償還

→ 災害ゴミについての処理が規定されている。

→ 事務管理に基づく費用償還の方法も規定されているが、自治体の運用にもよる。

6 流入元に対する所有権に基づく妨害排除請求等（判明している場合）

現実的には難しい場合も多く、制限される場合あり → 調停、災害ADRなど。



中国新聞 平成30年8月5日 朝刊
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Ｑ5 豪雨災害によって、地盤がゆるんでおり、
隣地の崖から土砂が崩れてきそうです。
予防工事を請求できますか。

※ 所有権に基づく妨害予防請求権の行使を検討する。

ただし、不可抗力の場合には制限されるとの判例も存在するうえ、どのような工事を施工
すべきか、それによってどの程度費用が発生するか、画一的に判断することが難しいケー
スも多い。

（参考判例 横浜地裁昭和61年2月21日判決）

4ｍ下の低地所有者から高地所有者に対し、妨害予防請求として擁壁の改修を求めた事案

について、土砂の崩落を予防することは原告（低地所有者）にとっても利益となり、費用も

莫大であることから、相隣関係調整の見地から、共同の費用をもってこれを設置すべきもの

とするのが相当であるとして、低地所有者にも一定割合を負担させた事例

① 自治体に相談し、傾斜地等整備事業の補助金などの有無について確認。

② 民事調停、災害ＡＤＲなどの利用を促し、第三者を介して協議を行う。

⇒ 広島の場合、士業連絡会のメンバーでもある技術士や建築士にも、専門員として

現地調停（仲裁）に同席してもらい、技術面でのアドバイスを受けながら、双方の

費用負担等を協議した例もある。



災害ＡＤＲ 解決事例（西日本豪雨・広島）
№ 開催地 事件名 請求の概要 期日

1 広島 妨害予防請求
相手方所有地の法面が崩れ市道が塞が
れた。土砂は市が撤去したが、法面の崩壊が進み、法下にある申立人所有地建物に損害が及ぶおそれがある。相手
方に法面の修復を求めたい。

4回

2 広島
補修費用（被）

請求

相手方は申立人所有地の隣接に住居を所
有しているが、災害で２年前に設置した境界ブロックが一部損壊した。相手方からより強固な塀を建設するよう求
められている。費用負担について協議したい。

3回

3 広島 妨害排除請求
相手方所有地から申立人の父親所有の土地に土砂が流れ込み自宅に入るまでの通路が塞がれた。相手方が土砂撤去
に応じないため業者を手配して自宅入口までスロープ階段を設置し水道管を修繕した。費用負担と安全確保の措置
を求めたい。

3回

4 広島
土砂流出の再発防止交
渉事件

相手方は所有する山林の擁壁補修工事を行い、又は、その補修工事費用の全部又は一部を負担の上、土砂流出の危
険を除去、予防することを求めたい。

5回

5 広島
妨害排除・妨害予防等

(被)請求

相手方から申立人が所有する崩れた石垣の修繕、土砂の撤去、再発防止策を講じることを求められている。土砂の
撤去や石垣の修繕について市から説明があったので、それを基に相手方と石垣の修繕や土砂の撤去方法について協
議したい。

5回

6 呉
持ち家・土地の買い取

り申立
もとの居住場所には戻れないため、土地及び家屋を相手方に買い取ってもらい名義を変更してもらいたい。資力が
ない場合は、出せる限りの代金で買い取ってもらいたい。

1回

7 広島
建物賃貸借に関する問

題
申立人(家主)と相手方(借家人)との間の建物賃貸借について話し合いたい。 2回

8 東広島 治療費等請求
相手方は申立人宅の土砂撤去を行っている会社。相手方の社員の過失により枕木が跳ね上がって申立人は転倒し、
手首、大腿骨を骨折した。相手方に、申立人の治療費等の一部として20万円を支払ってほしい。

1回

9 広島
土砂流出の再発防止交
渉事件

相手方は所有する山林の擁壁補修工事を行い、又は、その補修工事費用の全部又は一部を負担の上、土砂流出の危
険を除去、予防することを求めたい。

5回

10 東広島 損害賠償(被)請求
申立人(森林組合)所有地から相手方へ土砂が流入し、損害賠償を請求されている。土砂の流入による撤去費用等で
生じた費用分担の割合を決めたい。

4回



中国新聞 2019年1月4日朝刊



Ｑ6 豪雨災害によって、自宅のブロック塀
が流失し、隣家の壁を損傷した際の責任は？

原則：工作物責任による賠償請求（民法７１７条）

⇒ 「瑕疵」：通常有する安全性を備えているかどうか

（国などの管理にかかるものであれば、国賠法2条「営造物」）

占有者：過失がないことを立証すれば責任を免れる。

所有者：無過失責任による賠償義務を負う。

ただし、不可抗力の場合には、この限りではない。



豪雨災害における「不可抗力」とは。

過去に例がないような豪雨であることが前提

※ 地震を含め、自然災害が大規模化しており、予見可能性のレベルは上がっている。

1時間あたりの雨量、72時間以内の総雨量などから、当該地域において極めて稀と言えるか。

⇒ 数年に1回くる程度の豪雨では、不可抗力とならない可能性も。

⇒ 地域防災計画や、ハザードマップなども参考に。
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（琉球新報の記事より）

風速85.3メートルは時速に換算すると307キロで、日本一速いとされる新幹線
「はやぶさ」の最高速に迫る。ちなみに歴代1位は1966年9月25日の富士山で、
風速91.0メートル。
もう1回は、2015年9月28日の台風21号。与那国島で瞬間最大風速81.1メート

ルが記録されており、こちらは観測史上4位。住宅の被害は322戸(全壊10戸)、電
柱40本以上が折れ、農作物を合わせた被害額は1億円を超え、固定電話の不通も長
いこと続いた。

⇒ 風速50ｍ～60ｍ／ｓクラスになると、状況次第で、不可抗力となりうるか。

参考：過去の台風被害



地域防災計画（予見可能性） 例：新潟県村上市 ハザードマップ



例：山形県飯豊町 ハザードマップ



●台風被害に関するものはいくつか裁判例があるが、豪雨災害による

工作物責任の判例は、それほど多くはない。

⇒ 通常有する安全性を備えていたといえるかどうか。

その基準は、社会通念に照らすことになる。

① 予見可能性があったと言えるか（不可抗力との関係）

～ ハザードマップや、過去の同種被害なども参考に

② 予見しうる結果の重大性に対し、相応の結果回避の措置が

講じられていたか否か

③ 結果回避の方策を講じなかったことが、物理的な面や費用

面に照らして困難とは言えないかどうか。

④ 周辺地域において、同種の被害が生じているかどうか

Ｑ7 豪雨災害における工作物責任の有無は、
どのような要素を考慮する必要がありますか。



（参考）裁判例について

● 伊勢湾台風（昭和３４年）のときに過去にない高潮が発生し、堤防が
決壊して人が亡くなりましが、このときは不可抗力であると判断された
（名古屋地裁昭和３７年１０月１２日判決）。

● 飛騨川バス転落事故（豪雨災害によって、土石流が国道に流れ込み、
観光バスが飛騨川に転落したため、103名の死者を発生させたという事案）
のときに、裁判所は、国道（工作物）の瑕疵による割合を６割、土石流
（自然災害、不可抗力）を４割として、国に６割の賠償を認めた（名古屋
地裁昭和４８年３月３０日判決）。

⇒ 営造物責任であっても、裁判所の判断は事案ごとに異なるものであり、
ましてや、個人間同士の紛争となると、損害や因果関係の立証も難しいう
え、被災者でありながら過度の負担を抱えることになりかねない。

※ 災害ＡＤＲなどによって、第三者を入れた紛争解決の枠組みを。



Ｑ8 顧問先の会社が川沿いで工場を稼働していましたが、豪雨

による浸水被害に遭遇し、油槽設備が損壊して油が流出し、
近隣住民の住宅や自動車に損害を発生させた場合、事業者は
責任を負いますか。

（検討項目）

① 地域防災計画等において、浸水の危険があると報告されている
ような場所においては、特に、浸水被害を想定したうえで、安全防
止策を講じておく必要がある。

② 特に、油や有害物質など、いったん流失した場合にダメージが
多い物質を扱う業者であれば（被害結果の重大性）、老朽化の
チェックや緊急停止装置などの設備の検討がマストであると思われ
る。

⇒ 工作物責任の構成であった場合、瑕疵＝通常有すべき安全性に
ついては、社会通念に照らし、事業者として高い水準が求められる
可能性は大きい。



Ｑ9 集中豪雨によって、川が氾濫し、旅館内部まで浸水したた

め、旅館内に宿泊していた客が足をとられて、旅館内のトイ
レで転倒して負傷した場合、旅館経営者は、賠償責任を負担
しますか。

●検討項目

事業者は、宿泊約款によって、本来的な債務の提供（部屋の確保や食事の提供）
のほか、安全確保のための信義則上の安全配慮義務を負っている。

⇒ 裁判例では、「泥水が浸水したあとのトイレの清掃管理につき、転倒事故など
が起こらないよう、泥水を除去する、あるいは、立ち入りを控えてもらうような掲示
をするといった安全配慮義務を怠ったものとして、一定額の賠償を認めた。

【補足】避難誘導が適切でなかった場合には、賠償が認められるケースが多い。

安全配慮義務違反としての債務不履行責任

① 大震災における津波からの避難

② 海辺での野外音楽フェスティバルにおける高潮、落雷等からの避難。

③ 豪雨災害における要介護者の避難誘導など、介護事業所の責任問題など。

気象情報をよく確認するとともに、避難路の確保など、予め策定を。

ラフティング、沢登りなどのイベント開催の判断等。



Ｑ10 （賃貸借）賃借物件が台風被害によって浸水
した場合、賃料を支払う必要がありますか。

● 全部滅失の場合

⇒ 建物自体が流されたり、あるいは、全体の水没によって、経済的滅失し

た場合、賃貸借契約は当然終了（民616条の2）。

よって、賃料の支払義務はない。

● 一部滅失の場合

⇒ まず、賃貸借契約書を確認（特約が優先）

⇒ 特に記載がない場合、民611条1項により、「賃料は、その使用及び収益

をすることができなくなった部分の割合に応じて減額される（当然減額）」
（改正前民法は、「減額を請求できる」規程だったので、請求する必要が
あったが、実質的には大きな差違はないものと思われる。

※ 被災の調査など、一時的な使用制限については、賃借人の責によらない
ものであるため、その間の賃料は支払不要。



Ｑ11 アパートを借りていますが、豪雨災害による
浸水で、畳が張り直しが必要となりました。
どのように請求したらよいでしょうか。

【原則】家主負担。不可抗力であっても修繕義務を負う。

この点、賃借人が特約によって負担することも許容されるが、契約条
項の内容や慣習によって、特約の内容が有効となるかどうかは別途検討
の余地あり。

ただし、修繕によっても居住困難な場合には、解除も可能。

2020年4月の民法改正前から存続している賃貸借契約については、従
前の例による（更新を含む）が、2020年4月以降の賃貸借契約には、改
正後民法の規定が適用される。

（改正607条の2）

① 賃借人が賃貸人に修繕が必要である旨を通知し、又は、賃貸人がそ
の旨を知ったにもかかわらず修繕をしない場合、または、②急迫の事情
がある場合には、賃借人は、自ら修繕できる。

※ 賃貸人は、修繕の内容や程度をめぐって争いとならないよう迅速
に修繕すべき。



豪雨災害の支援活動について

● 支援活動の内容は幅広く、長期化する（土砂撤去、砂防事業、まちづくり）

⇒ だからこそ、各分野における専門家の協働支援が必要。

（1）土砂撤去の法制度の解説・・・自治体、弁護士

（2）災害関連死の防止・・・福祉職、J-RAT

（3）生活再建に関連する制度の説明・・・弁護士等法律専門家

（4）被災者間の紛争解決

例）妨害物、工作物、崖くずれ、境界、賃貸借など

⇒ 災害ADR（弁護士、司法書士などに加え、技術系専門職）

（5）地域の復興まちづくり：防災、減災に向けた取り組みを含む

⇒ 弁護士や技術士、建築士など

※ 平成26年8月広島市豪雨、平成30年7月豪雨では、広島県災害復興支援士業連絡会が機能した。

事務局に、法テラス広島が参画している意義も大きい。



西日本豪雨における時期的変化（法律相談分析から）

⇒ 土砂の撤去には時間がかかることの情報提供を
⇒ 災害関連死の防止を



各種制度の期間延長について声を上げる

★ 水害においては、

● 土砂撤去

● 家屋の乾燥、地域の廃棄物撤去

● 地域の砂防事業の完成（レッドゾーンの解消）

● 住宅再建に向けての検討（再築、補修、災害公営住宅、新築、賃貸など）

といったように、生活再建のために時間を要する。

① 仮設住宅の期間延長：原則2年

② 応急修理の受付期間延長

③ 公費解体の期間延長

④ 被災者生活再建支援金（基礎、加算の延長要望）

⑤ 災害復興住宅融資等の期限延長

など、各種制度につき、早期に自治体を協議することによって、被災者に安心感を！



2018/12/21

公費解体の期限延長の要望書発出

2018/12/27

中国新聞朝刊

実現！

記者会見

報道

中国新聞、NHK画像等抜粋



2019/12/28
中国新聞 朝刊

災害公営住宅 入居要件緩和
要請

⇒ 翌年3月
坂町で連帯保証人の要件緩和

実現！

①現場の声（立法事実）を集約する ⇒ ②弁護士会などで要望書発出
⇒ ③メディアで取り上げてもらう ⇒ ④行政を動かす
（地元議員さんと繋がりをもって、議会で発信していただくケースも）



復興まちづくりを支援する

【弁護士会として出来ること】

① できるだけ技術系士業とともに、

自治会（復興の会）にコンタクトする。

② 継続支援が必要となるので、弁護士会として応援する。

③ 行政とケンカしないために、クッション財となる弁護士・専門家の

役割をしっかりと伝える。

④ 地元議員、地元選出国会議員とも協議。

⑤ 役員会などに出席して、顔の見える関係性を築く。

⑥ 勉強会の実施も有用

（雑損控除、税務、相続、境界、土地収用など）

⑦ アンケートなどを実施し、地域の声として、復興まちづくりの要望を提出する。

⑧ メディア対応についても留意。

⑨ 防災集団移転促進事業だけでなく、自主移転事業のサポートも（宮城県丸森町など）

⑩ 地元商工会議所と連携をとり、グループ（なりわい）補助金や、各種補助制度の活用を。



相談会・勉強会 復興まちづくり支援

１１月１日 役員会への出席

１１月２日 広島県の説明会

１１月１４
日

広島市との意見交換会

１２月上旬 アンケート調査

１２月１４
日

用地買収勉強会

１２月２６
日

要望書作成補助

１月１７日 国・市の説明会

１月２２日 すまいるカフェ参加

２月１日 すまいるカフェ参加

平成26年8月広島市豪雨 新建自治会 支援



テレビ新広島 2016年5月12日放送 特番から抜粋



相談会・勉強会 復興まちづくり支援

１１月１６日 自主防災勉強会（梅林学区全体）

１２月７日 復興チャリティイベン
ト（広島たすけ隊）

１２月１０日 国・市からの説明会

１２月１５日 国・市からの説明会

１月１７日 第１回自主防災対策会議（梅林学区
全体）

自主防災講座
全６回

土砂災害警戒
区域指定

ハザードマッ
プ作り

安全なまちづくり
を自分たちの手で



相談会・勉強会 復興まちづくり支援

１月１７
日

広島市との意見交換会（阿武の里町内会）

１月２４
日

広島市との意見交換会（八木が丘町内会）

１月３１
日

広島市との意見交換会（山手町内会）

２月１日 広島市との意見交換会（八木住宅町内会）

２月７日 砂防ダムのための
買収に関する勉強
会（小原山自治
会）

２月８日 なんでも相談会
復興まちづく
りビジョン

広島市による
住民説明会

国交省による
用地買収

弁護士による
勉強会



まちづくり支援（西日本豪雨）

大原ハイツ復興の会

平成30年11月19日
中国新聞記事

• 意見集約
アンケート
会議へのオブザーバー参加

• 大原ハイツ防災勉強会

• 生活再建等の相談会



2022年3月7日
広島県と士業連絡会とで協定締結





おわりに

被災者支援は、無理をすると長続きしませんので、

明るく

楽しく

しつこく

進めていきましょう。

ご静聴ありがとうございました。


